
原子力委員会 政策評価部会 第２４回 「放射性廃棄物の処理・処分」（第５回） 

議事録（案） 

 

１．日  時  ２００８年６月５日（木）１０：０１～１２：１８ 

 

２．場  所  虎の門三井ビル２階 原子力安全委員会第１、２会議室 

 

３．出 席 者   

        近藤部会長、井川委員、石榑委員、出光委員、伊藤委員、岸野委員、 

        古川委員、田中委員、長﨑委員、広瀬委員、堀井委員、松田委員、山口委員、

        山名委員、和気委員、 

        梶田内閣府原子力安全委員会規制調査課長、 

        渡邊経済産業省資源エネルギー庁放射性廃棄物等対策室長、 

        松尾経済産業省原子力安全・保安院放射性廃棄物規制課長、 

        藤原電気事業連合会原子力部部長、 

三代独立行政法人日本原子力研究開発機構理事、 

        山路原子力発電環境整備機構理事長、 

        黒木参事官、牧野企画官、千葉参事官補佐、立松上席政策調査員 

 

４．議  題 

 １．これまでの議論を踏まえた追加説明 

 ２．「放射性廃棄物の処理・処分」に関する報告書（案）について 

 ３．その他 

 

５．配布資料 

  資料第１－１号 資源エネルギー庁における「放射性廃棄物の処理・処分」への取組につ

いて 

  資料第１－２号 高レベル放射性廃棄物（ガラス固化体）の安全規制について 

  資料第２号   原子力政策大綱に示している放射性廃棄物の処理・処分に関する取組の

基本的考え方の評価について（案） 
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（近藤部会長） おはようございます。定刻になりましたので、原子力委員会政策評価部会の

第２４回、放射性廃棄物の処理・処分に関するものとしては第５回目になりますが、これを

開催させていただきます。 

  本日の議題は、一つ目はこれまでの議論を踏まえた追加説明を伺うこと、二つ目は報告書

（案）について御審議いただくこと、三つ目はその他となっております。 

  お手元の配布資料でございますが、議事次第、座席表、出席予定者、資料１－１号、１－

２号及び資料２号となっています。 

  それでは、最初の議題です。これは、我々の評価の結果として、付加価値のあることとし

て何を言うべきかについてポジションを決めるよすがにしたいと考えて、経産省や保安院に

対して、もう一度今後の取組について、こんなことが既に決まっており、こんなアクション

が採られているということを含めて追加的に御説明いただくことにしたところです。よろし

くお願いします。 

（渡邊室長）おはようございます。それでは、資源エネルギー庁から追加説明をさせていただ

きたいと思います。お手元に資料１－１号をお配りしてございます。これは政策評価部会

（放射性廃棄物の処理・処分）の第１回で御説明させていただいた資料と基本的に同じでご

ざいますが、若干アップデートした部分がございますので、改めて配布させていただきまし

た。 

  取組方針については、第１回の場で御説明させていただいたとおりではありますが、今回

は追加説明ということで、その後、取組が進んだ部分がございますし、この場でいろいろ御

指摘も出ましたので、その辺を踏まえて補足をさせていただこうかと思っております。 

  簡単に私どもの取組の流れを改めて触れさせていただきますと、平成１７年に「原子力政

策大綱」が出まして、それを受けて原子力立国計画を私ども審議会で作っていただきまして、

そういったことを踏まえて取組を行ってきたわけでございます。しかしながら、昨年の東洋

町での経緯あるいは教訓を踏まえて、またそういった経緯からそれまでの取組は不十分では

ないかという指摘がありまして、お配りした資料８ページにもありますけれども、昨年１１

月に総合資源エネルギー調査会の放射性廃棄物小委員会でこちらにある強化策を取りまとめ

ていただいたところでございます。柱としては、そこにありますように、国民全般への広報、

地域広報の強化ですとか、国が前面に立った取組として文献調査の申し入れを追加する、地

域振興構想を提示する、安全・信頼性向上のための研究開発、国際的連携、国、ＮＵＭＯ及

び電気事業者による体制、機能の強化が提言されたということでございます。これを踏まえ
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まして９ページにございますように年明け以降、取組を進め始めたということで、広報につ

きましては全国の都道府県説明会をスタートさせまして、昨年度１０カ所行いました。それ

から、ＮＰＯと連携したワークショップについて昨年度５カ所行いました。それから、地域

振興構想研究会を先月立ち上げまして、地域振興構想の提示に向けた検討をスタートさせま

した。それから、国民理解に向けて体感設備の整備に向けた予算の手当て等を行う等の取組

を始めたところでございます。以上が流れということでございます。 

続きまして、幾つかこれまでに出た御指摘について若干補足させていただきたいと思いま

す。やはり一番多かったのは相互理解活動、広聴広報の活動についてのところだったと思い

ます。まずこの点でございますが、国民一人一人が自分たちの問題として考えることができ

るようになるべきだとか、廃棄物は電気を使っている国民が出しているとの意識を持てるよ

うにこの活動を進めるべきだとか、放射性廃棄物の問題は独立してではなくて原子力エネル

ギーの全体像を示しながら理解活動を行うべきだとか、こういった理解活動の狙いと具体的

に説明する中身についての御指摘がございました。こういったところについては１０ページ、

１１ページに具体的な広報活動の実績について御紹介しているものもございます。今年度も

こういった活動を続けて参ろうと思っていますので、こういった場を始めとして説明内容、

会の進行の仕方等で工夫していきたいと思っております。併せて、情報発信が一方通行にな

らないように双方向の対話の機会を増やすべきとの指摘もございましたので、こういった説

明会、ワークショップの場でＱ＆Ａセッションやディスカッションの機会を工夫して、少し

でも相互理解が深まるように努めていきたいと思っています。 

  次に、放射性廃棄物についてどこに情報があるのか分かりにくいといった御指摘もあった

かと思います。１２ページに載せておりますけれども、資源エネルギー庁のホームページで

こういった放射性廃棄物の関連情報を紹介させていただいております。今後、引き続きこう

いった声を踏まえまして、迅速な更新、コンテンツの充実を図って参りたいと思っておりま

す。 

  情報発信に信頼性、中立性を保つべきだという御指摘もあったかと思います。この辺りに

ついては私ども、ＮＵＭＯ及び電気事業者だけからの情報発信にとどまらず、やはり中立的

な学識経験者の方々、あるいはＮＰＯの方々、消費者代表の方々等の協力やアドバイスを頂

きながら理解活動を工夫していきたいと思っております。 

  それから、こういった活動についての評価についても御指摘があったかと思います。第三

者評価を通じてＰＤＣＡサイクルを回していくべきだということを始めとして、御指摘は幾
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つかあったと思います。この点については、言葉は悪いですけれども、審議会で言いっ放し、

それから、それを受けてやりっ放しとか、そこでとどめてはいけないと私どもは認識してお

ります。この強化策については、総合資源エネルギー調査会の放射性廃棄物小委員会で取り

まとめてもらったわけでございますので、こういった強化策も含めた取組状況については、

まずは放射性廃棄物小委員会でフォローアップをしていただくようにしていきたいと思って

おります。 

  地域振興についての御指摘ですけれども、候補地の地域振興の可能性を具体的に明示して

いくために、魅力ある地域振興プランを複数用意すべきだといったような指摘があったかと

思います。こちらにつきまして、先ほどもお話しましたとおり、先月、地域振興構想研究会

を立ち上げました。ここの作業の中で、そういった視点でいいアウトプットが出せるように

作業を進めていきたいと考えております。 

  次に研究開発でございます。まず、研究開発に関して、関係者間での連携、協力をしっか

りやっていくべきだという御指摘があったかと思います。こちらにつきましては、実施主体

であるＮＵＭＯが技術のユーザーとして、必要とする技術ニーズをしっかり整理して、それ

を発信して、そのニーズを踏まえ、国あるいはＪＡＥＡを始めとする研究機関が二つの深地

層研究施設等を活用して、必要な基盤研究を実施していくというのが基本的なあるべき姿で

はないかと思っております。こういったことがうまく回るように、必要があれば調整会議の

在り方についても工夫していきたいと思っております。 

  国民との相互理解のために、国及びＮＵＭＯは研究機関と連携を強化していくべきだとい

う御指摘もあったかと思います。こちらについては、二つの深地層研究施設もございますの

で、こういったところで研究成果あるいは施設を使ったＰＲみたいなものもしていくという

ことも考えられますし、先ほど御紹介した体感設備、バーチャル処分場といったようなもの

も整備しながら研究開発成果を示し、国民との相互理解につなげていきたいと思ってござい

ます。 

  関係機関での連携の強化についても御指摘があったかと思いますが、まさに以上申し上げ

たようなことを始めとして、国が前面に出ていくというスタンスの下、処分実施主体である

ＮＵＭＯとか、それから発生主体である事業者との連携というのは不可欠だと思っておりま

す。これにＪＡＥＡを始めとする研究機関との連携も含めて、取組を進めて参りたいと思っ

ております。 

  最後に私どもの目下の課題というのは、こういったこれまでの教訓を踏まえて取りまとめ
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ていただいた強化策をいかに着実に実行していくかということに懸かっており、これらを実

施していくことが今後の処分事業の進展につながると考えております。したがいまして、今

日申し上げたところに十分留意しながらしっかり取組を進めていきたいと考えているところ

でございます。以上です。 

（近藤部会長）ありがとうございました。それでは、続いて原子力安全・保安院から安全規制

について追加の御説明をお願いいたします。 

（松尾課長）おはようございます。資料１－２号に基づきまして簡単に説明申し上げたいと思

います。 

１ページを開けていただきますと、高レベル放射性廃棄物、ガラス固化体でございますが、

安全規制の流れを簡単に図示してございます。ガラス固化体は、海外再処理委託に伴いまし

て我が国に返還されるガラス固化体、それから国内の再処理工場で作られますガラス固化体、

大きく分けて二つございます。一つが、この図でいいますと海外再処理というところから始

まっており、もう一つが、右側の国内再処理というところから始まっています。大きな二つ

の流れがございますが、いずれも原子炉等規制法におきます安全規制の体系下にございます。 

  この図でいいますと黄色の線で囲ってありますが、これは事業毎に括ってあります。一つ

は貯蔵の事業で、右側は再処理の事業、それから下の段に、今後ＮＵＭＯが実施する地層処

分の事業があります。この事業というものの区分に応じてそれぞれの事業に対する安全規制

がございます。再処理は省略しておりますけれども、ここに書いてございますように、当初

の基本設計の段階からの事業の許可、再処理では指定でございますが、それから廃止措置に

至るまで段階的な安全規制がなされます。 

  もう一つが、ちょっと分かりにくいですが、海外再処理から貯蔵の事業のところに矢印が

入り込んでいますけれども、ここの場合ですと、ガラス固化体が海外から日本の事業に入っ

てくることを示しています。このようなとき又は日本の原子力事業所の間を移動するときに、

「事業所外廃棄規則」という炉規法の下の省令がございまして、これに基づく規制がこの移

動のときに別途あるというふうになってございます。 

  まず海外再処理に伴いまして返還されるガラス固化体について申し上げます。左側の方で

ございますけれども、まず貯蔵の事業として返ってくるガラス固化体を前提とした事業許可

がなされます。その後、それに基づく設計がなされて、この後段規制がなされていきます。

その管理事業でこういうガラス固化体を受け入れますと事業者が申請して許可を取得した範

囲内のガラス固化体が外国から返ってきているということを国が確認します。あとは海外か
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ら返ってきたガラス固化体又は国内の再処理工場で作られたガラス固化体であろうと、いず

れにせよ全量、ＮＵＭＯの地層処分の事業に移っていくわけです。この地層処分の事業にお

きましても、当然、事業の当初に許可がなされ、後段の規制がなされていくわけでございま

す。ここにそのガラス固化体が実際に搬入されるときには、事業所外廃棄規則に基づきまし

て、必要な記録の写しが、それまで持っていた事業所から交付されます。ガラス固化体が来

るピンク色っぽい矢印の先の一番下のところに廃棄体確認というのがございますけれども、

実際にガラス固化体が搬入されるときには、事業の規制の一環として、当初の許可の範囲内

であるガラス固化体が搬入されているということを国がこの時点でも確認するという行為が

あります。これがガラス固化体にかかわる規制の全体像でございます。 

  では、具体的にそれぞれの段階でどういうことをやっているか、またやるかということを

少しだけ詳しく申し上げたものが２ページ目以降です。まず、２ページ目はガラス固化体の

貯蔵についてでございます。左側が海外からの返還ガラス固化体、今、六ヶ所で貯蔵中のも

の又はこれから返還されるものでございます。上に書いてあるのは、今の六ヶ所の廃棄物管

理事業、つまり、ガラス固化体の管理事業の申請書から抜粋したものでございます。※印で

「種類として、ガラス固化体（寸法、質量～）…」と書いてありますが、この具体的なスペ

ックも実際の申請書には数字として書いてございます。要するに、日本でこれまで検討して、

輸送、貯蔵、そして最終処分まで、このようなガラス固化体であれば、十分技術的見通しは

あり、安全に処分までできるというコンセンサスに基づいたガラス固化体を海外から受け入

れているということです。このスペックを書くことによって、こういうガラス固化体を受け

入れるという前提で、そのスペックに基づいて施設の安全設計をして貯蔵事業全体の安全を

確保しますという事業所からの申請を私どもが審査して許可を出しているということでござ

います。 

  返還されたガラス固化体につきましては、先ほど申し上げたとおり、事業外廃棄規則に基

づきまして、実際に貯蔵施設に入るときに、そのガラス固化体が許可されたスペックに合っ

ているかどうかということを、国が確認をしています。返還ガラス固化体につきましては、

製造現場が海外にあるものですから、これは日本の安全規制下にはございません。実際にこ

のガラス固化体が海外から返還され貯蔵施設に搬入されるときに初めて日本の安全規制下に

入りますので、その入り口は極めて重要であり、先ほど申し上げたとおり事業所外廃棄規則

に基づいて、このときに国の確認行為がございます。それがこの左の下側に書いてあるわけ

です。基本的には廃棄物管理事業の許可の中で、日本で検討している最終処分まで持ってい
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けるスペックのガラス固化体であるということをこのときに確認しています。今貯蔵してい

るものは、その許可の範囲内にあることを確認し、全部受け入れられているということでご

ざいます。 

  右側が国内の再処理工場で発生するガラス固化体でございます。ここに書いてあるのは、

六ヶ所の再処理工場の例ということで、その事業指定申請書から抜粋したものでございます。

ここに書いてありますように、基本的には先ほど申し上げたのと同じような考え方で、事業

指定の段階で、申請書におきまして、これまでの日本で積み重ねた検討によって最終処分ま

で安全に持っていけるガラス固化体を作っていきますということを前提に事業者は指定を受

けています。この場合は、例えば六ヶ所再処理工場で製造されたものはその工場内で貯蔵に

入っていくわけでございますけれども、こちらの場合は、既に製造現場は日本の規制下にあ

りますので、返還ガラス固化体のように、改めての国の確認行為というのはございません。

再処理事業の規制の中で安全に貯蔵がなされていくことをこの後ずっと確認されていくこと

になります。 

  ３ページ目でございますが、ＮＵＭＯの最終処分のところでございますけれども、以上の

ような規制を受けて貯蔵されてきたガラス固化体の、多少スペックに幅があるかもしれませ

んけれども、既に製造され、貯蔵を行っているガラス固化体の仕様を前提に、処分地、天然

バリアの特性を考慮して、埋設施設・設備及び方法を設計します。その事業トータルなパッ

ケージに対して、事業の具体的な安全性を私どもが確認させていただくという流れになりま

す。 

  そして、処分施設への埋設時における確認というのがございます。実際にガラス固化体が

ＮＵＭＯの最終処分場に搬入されるときに、国による廃棄体確認があるということを先ほど

１ページの図で申し上げました。ここに書いてあるような受入れに当たっての基準を、私ど

も、この４月に施行いたしました省令において設定をしております。ただ、この確認のため

の基準につきましては、今後、ＮＵＭＯの技術的な御検討、詳細な設計や施設のプランニン

グ、いろいろあろうかと思いますので、そういった事業の進捗を十分踏まえまして、もし変

えるべきところがあれば柔軟に変えていきたいと思っております。 

  最後、話が変わりますが、４ページ目でございますが、以前のこの政策評価部会におきま

して最終処分事業のデータの取り方の品質保証等についてのお話がございました。その際、

私より、規制当局も安全審査までずっと指をくわえて見ているわけではなくて、データの品

質保証のようなことを含めてガイドラインを作っていくつもりですと申し上げたところです。
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その後、原子力委員会の事務局から、そういうことであればその資料を参考に配布して欲し

いという御指示を頂きました。そこで、本日、このペーパーを作って配布させていただきま

した。簡単に申し上げますと、上の右の箱の三つあるポツの一番下のところで、原子力安

全・保安院においては、その立地段階においても将来の安全評価に必要な調査の在り方や調

査活動に係る品証を含むガイドラインを提示する等をしていきますという方針を既に決めて

おります。したがいまして、今後、ＮＵＭＯの活動状況でありますとか、原子力安全委員会

のいろいろな御検討の状況等を踏まえてガイドラインを適切に作っていきたいと思っており

ます。以上でございます。 

（近藤部会長）ありがとうございました。以上二つの説明につきまして御質問はありませんか。

なお、その評価については次の議題でディスカッションしたいと思いますので、ここでは質

問に限定したいと思います。ご質問ありませんか。よろしゅうございますか。それでは、こ

の議題は終わりにします。ありがとうございました。 

  次の議題は、報告書（案）について事務局が作成したところ、これについて御審議いただ

くことです。資料２の報告書（案）は、多くの部分は皆さまの御発言を評価として収録し、

それを踏まえて今後の活動に対する提言をとりまとめたものございます。今日は、主として

評価及び提言について御議論いただくべきかと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、まず、事務局から資料の説明をお願いします。 

（牧野企画官）資料第２号を御覧ください。報告書（案）ということで、全体の構成を御説明

申し上げました上で、本日は第３章及び第４章の評価と結論の部分を詳しく説明したいと思

います。 

１ページめくっていただきまして、目次がございます。「はじめに」として第１章は政策

大綱の策定の経緯と概要、政策評価部会の設立の趣旨とその概要ということを簡単に説明し

ております。第２章につきましては、評価作業としてこれまでの政策評価の作業の経緯等に

ついて実績を整理してございます。この後、この報告書（案）につきまして、国民の皆様か

らの御意見募集のプロセスを経るということになっておりますので、そこの部分は今後書く

ということでございます。第３章がこれまで御議論いただいた内容を整理し、政策の評価を

行い、今後の進め方に関する提言をまとめた部分でございます。第４章はそれらの評価等に

ついての総括をしてまとめた部分であります。付録といたしまして開催の実績、委員の名簿

等々をまとめるとともに、最後に主な用語の解説を付けてございます。この部会における配

布資料につきましても資料集の形で最後に添付しようと思っておりますが、現時点ではまだ
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配布資料については添付してございません。 

  それでは、第３章でございます。第３章は地層処分を行う放射性廃棄物とか、管理処分を

行う放射性廃棄物等の大きなテーマに分けて、それぞれ御議論いただき、評価をまとめてご

ざいます。初めに、地層処分を行う放射性廃棄物といたしまして、高レベル放射性廃棄物に

ついての評価の部分、１６ページを開けていただければと思います。これまでの議論を整理

いたしまして、評価といたしましては、国、ＮＵＭＯ及び電気事業者は政策大綱に示された

基本的な考え方に沿って国民の理解と協力を得るための取組を行ってきましたけれども、高

レベル放射性廃棄物処分施設の立地候補地に対する文献調査を開始するなどの十分な成果を

上げるまでには至っていません。このため、国は関係者と共に、これまでの取組を踏まえて

相互理解活動の問題であるとか、公募方式に加えた新しい取組の必要性ですとか、あるいは

地域発展の姿の明確な認識を得ることとか、安全性に関する概念の分かりやすい提示等の課

題を抽出した上で、具体的な取組の強化策を検討して、２００７年１１月に取りまとめてお

ります。現在、この強化策について関係者が取組の強化を図りつつあるという状況でありま

す。この強化策の内容そのものは、やはり政策大綱に示された基本的な考え方に沿うもので

あると理解できます。 

  御議論していただいた中で、御意見の大半は、この強化策の中身に含まれている部分、あ

るいは強化策の内容を更に具体的にアドバイスするような部分というものがかなり多くござ

いました。けれども、それ以外にも幾つかの御指摘の点が以下の①～⑥のようにございまし

たので、今後、関係者がこういった事項にも配慮しながら最大限の努力を重ねて、この強化

策の効果的推進を図っていくことによって成果を得ることが期待できるという形に評価して

ございます。 

  具体的な配慮事項といたしましては、①といたしまして、国、ＮＵＭＯ及び電気事業者は

リスクコミュニケーションを含む双方向の情報交流等の相互理解活動についても確実に実施

することが必要です。 

  ②といたしまして、相互理解活動を始めとする強化策の実施については、ＰＤＣＡサイク

ルを回していく仕組みとして、国の審議会において的確なレビューと分析を行っていくこと

とし、絶えざる改善に努めていくことが必要です。 

  ③としましては、第三者的な機関として学協会からの協力を得た上で国民や地域の住民が

信頼できる情報の発信が行われることが重要としています。 

  ④として、ＮＵＭＯにつきましては、第三者的な機関として評議員会をこの相互理解活動
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の評価を行うような機関と位置付けて、その機能の強化、運用の改善について検討し、実施

することが必要としています。 

  ⑤といたしまして、ＮＵＭＯは最終処分事業の実施主体として期待される機能・体制の強

化について具体的な目標を設定した上で計画的に実施していくことが必要としています。 

  ⑥として、原子力委員会については基本的な政策の推進について指導力を発揮することが

期待されているということでありますので、全国の広域自治体の首長を対象としたトップレ

ベルの政策対話の機会の充実等を図っていくことが必要としています。 

  以上がこの分野についての評価でございまして、この中で必要、あるいは重要としたこと

につきましては、（５）の今後の進め方に関する提言という形で具体的に示してございます。

項目としては、関係者の連携・協力による強化策の効果的な推進ということで、①～⑥に挙

げた事項の重要な点をまとめるとともに、学協会における信頼性の高い情報発信の部分と、

ＮＵＭＯの機能・体制の部分については別に切り分けて整理してございます。 

  次に、高レベル放射性廃棄物の地層処分に係る研究開発の実施の部分につきましては、２

０ページに評価をまとめてございます。ここでもいろいろと御意見を頂きましたけれども、

評価としましては、ＮＵＭＯ及びＪＡＥＡを中心とした研究開発機関は大綱の基本的考え方

に沿って役割分担に応じた技術開発、研究開発を計画的に行ってきていますとしています。

しかし、ＮＵＭＯとＪＡＥＡは、技術開発等を技術的な見通しの下に国際的な協力等を行い

ながら着実に進めていくとともに、その状況についての分かりやすい説明が必要という御意

見がありましたので、そこを指摘してございます。 

  ＮＵＭＯは、今後、国民の信頼感を得ていく上では事業の実施主体として期待される技術

開発能力を発揮して、技術的な事項についても十分な説明責任を果たしていくということが

求められますということで、必要な技術開発人材の計画的、継続的な確保にも努めていくと

いうことを指摘してございます。この指摘につきましては、（５）としまして、「今後の提

言」として示してございます。 

  次に、「総合的、計画的かつ効率的な研究開発のための連携・協力」の部分につきまして

は、２５ページに評価としてまとめてございます。ここの部分につきましては、国と研究開

発機関とは地層処分基盤研究開発調整会議を設置するなど、大綱の基本的な考え方に沿って、

総合的、計画的かつ効率的な研究開発のための連携・協力に努めているとしております。た

だし、指摘がありましたとおり、ＮＵＭＯが実施機関ということで、リーダーシップを発揮

できるように関係の研究開発の実施内容に反映されるべき技術的要求事項を明確に示してい
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くなどの一層の工夫を行っていくことが必要としてございます。 

  さらに、処分地の立地候補地選定の各過程に適切に対応できるようにＮＵＭＯの技術的能

力の蓄積は重要でございますので、研究開発機関からの段階的な技術移転ということは必要

になってくると思われるところ、技術移転の適切な仕組みについても具体的に検討していく

ことが必要と指摘してございます。ＪＡＥＡにおいても、その技術移転を念頭に置いた長期

的な人材交流等の下に研究開発を行うことが必要としてございます。 

  さらに、国とＮＵＭＯにつきましては、研究開発施設を利用した国民との相互理解活動を

行うとしておりますので、その際には、研究開発機関が既に有している多様な施設の活用と

いうことも含めた連携の強化を図ることを重要と指摘してございます。 

  なお、安全規制のための研究開発における技術データの取り方については、国際的な水準

の品質保証にも留意が必要という指摘がございましたので、その旨、環境整備を進めること

は重要だということを指摘してございます。これらの指摘事項につきまして、（５）としま

して、提言として整理してございます。 

  次は、長半減期低発熱放射性廃棄物のうち地層処分を行う廃棄物についての評価でござい

ますが、２８ページに評価をしてございます。ここの部分につきましては、基本的には、い

ろいろな制度整備が進んできた部分でございますので、国及び電気事業者は、大綱の考え方

に沿って長半減期低発熱放射性廃棄物のうち地層処分を行う放射性廃棄物の処分について、

所要の検討や制度整備を行っています、としております。ただし、地層処分を行う長半減期

低発熱放射性廃棄物の処分事業の実施主体としては、新たにＮＵＭＯが指定されてございま

すので、そこの部分については、高レベルの廃棄物の処分と併せて、この新たに指定された

処分についても立地に係る相互理解活動には十分取り組んでいくことが重要という指摘をし

てございます。 

また、現実にいろいろな放射性廃棄物の名称が増えてきておりまして、体系的に分かりに

くくなってきております。学協会において国民に分かりやすい放射性廃棄物の名称が体系的

に検討されることを期待しますということを指摘してございます。 

  以上が地層処分の関係でございますが、次は管理処分ということで、それについては３０

ページでございます。ここの部分も基本的にはいろいろな検討がなされている部分でござい

ます。評価としては、余裕深度処分方式の事業の実施に向けた制度整備の検討を行っていま

すということで整理してございます。 

  続きまして、それ以外にも研究施設等廃棄物等の処分の実施に向けた取組がございますの
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で、これについて３２ページで評価してございます。ここの部分は、国は研究施設等廃棄物

の処分に関してＪＡＥＡが自ら及び他の事業者の廃棄物を併わせて埋設処分するための制度

整備を行ったという実績もあります。研究施設等廃棄物とか長半減期低発熱放射性廃棄物と

か、その他の処分についての安全規制の検討もなされていると評価しております。それから、

今後、大綱の考え方に沿って関係者においては研究施設等廃棄物の処分の実施に向けた取組

が一層進んでいくと期待されます。ＪＡＥＡは、研究機関ではありますが、研究施設等廃棄

物の処分の実施主体としても、立地のための活動も併わせて円滑に行っていくことが求めら

れますので、立地活動に関しては体制の整備とか知見の蓄積等、今後の取組の強化が必要で

す。それから、国につきましても、この研究施設等廃棄物の処分については、やはり施設の

立地活動において前面に立った取組を行うことが必要という指摘をしてございます。ここの

部分については、処分施設の立地に関する知見の活用のところを提言という形で整理してご

ざいます。 

  次は、放射性廃棄物の性状に応じた一元的な処理・処分のための更なる対応策の検討につ

いてです。原子力安全委員会を始めとして、このような検討は進んできておりますので、評

価といたしましては、国は大綱の考え方に沿って更なる対策の検討を行っていますとしてご

ざいます。 

  次に原子力施設の廃止措置の部分でございます。ここについては３７ページに評価として

整理してございます。電気事業者から報告がございましたとおり、事業者は大綱の考え方に

沿って地域社会の理解と協力を得ながら廃止措置等を進めていますとしてございます。しか

し、クリアランス制度の内容、必要性、長所等についての国民との相互理解については、ま

だ十分と言える程度には達していないということでございましたので、そこの部分を指摘し

て、引き続き相互理解活動の取組に努めていくことは重要とし、提言でも触れてございます。 

  以上の評価と提言の部分をまとめまして、３８ページに結論として総括をしてございます。

結論といたしましては、政策評価部会はこの第３章の各節に示した評価を総合いたしまして、

関係行政機関等においては大綱に示した基本的な考え方に沿って取組を進めてきていると判

断しています。また、関係行政機関が検討している今後の取組については、高レベル放射性

廃棄物処分について国民の理解と協力を得るための取組のように、十分な成果を上げるには

至らなかったことから、今後の課題を踏まえた強化策が検討されて、新たな取組を始められ

たというような部分もありますけれども、これらは大綱に示した基本的な考え方に整合的で

あると判断しますと整理しています。 
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  政策評価部会においては、審議はまさに高レベル放射性廃棄物の取組に集中したわけでご

ざいますけれども、他の取組も含めまして、いろいろと関係行政機関からの説明を受け、ま

たいろいろな状況変化ですとか、国民からの御意見を頂きながら、いろいろな提言や指摘が

なされてございます。これらは大綱が示した基本的な考え方に基づく取組の改善を促すとい

うことでございますので、大綱自体の変更が必要となるものではないという理解であります。  

以上のことから、政策評価部会は、放射性廃棄物の処理処分に関する取組の基本的な考え方

として原子力政策大綱が示しているところは妥当であると判断します、というのが結論であ

ります。 

したがって、政策評価部会は関係行政機関等が原子力の利用推進をするために、それぞれ

が有する責任を認識して、大綱を基本方針として尊重しながら、取組のＰＤＣＡ活動を推進

していくことを期待します。特に高レベルの放射性廃棄物の処分については、国民の理解と

協力を得て処分施設の立地候補の選定が進むことが喫緊の課題であることから、関係行政機

関等が、今後、評価において示した配慮事項を踏まえつつ、最大限の努力を重ねて、十分な

成果を上げることを期待しますとしております。併せて、配慮すべき事項を指摘しましたの

で、政策評価部会においてなされた以下に要約される提言に十分留意することを期待します

として、これまでの各章に示した提言の部分を整理してまとめてございます。 

  そして、最後に４０ページのところでございますけれども、今後、原子力委員会に期待す

るというところに少し触れてございます。今後、原子力委員会には関係行政機関等がこの政

策評価部会の提言も踏まえて取組を適切に進めているかどうかについて、様々な機会を利用

して、取組状況を聴取するなど、確認に努めることを期待します。大綱の改定に向けた作業

を行う場合には、この部会で示した提言等について重要な視点として取り上げて、十分に検

討していく。そして、政策の基本方針に反映させていくということを期待します。 

  政策評価部会は、今後、他の政策領域についても順次評価を行っていくこととしておりま

すけれども、これらの評価が完了した後に、評価結果を踏まえながら大綱の改定に向けた検

討を行うということでございます。以上でございます。 

（近藤部会長）ありがとうございました。資料は事務的に評価作業の起承転結を意識しながら

作成するべきは当然ですが、そのことを強調して説明がなされたために、なにも問題がない

とまとめたがっているような印象が残りましたね。しかし、それは意図するところではござ

いませんので、ここでは、そうした体裁へのご批判はさておいて、こうして会議の回数を重

ねて議論した結果として凝集しつつある皆さんの思い、これが会議の付加価値かと思うので
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すが、これが適切に表現されているかどうかという観点から御意見を頂ければと思います。 

  時間が小一時間使えると思いますので、まずは、第３章の１６～１８ページの辺りについ

御意見を頂戴いたします。 

（山口委員）１７ページの最後の行から書いてあります「学協会による信頼性の高い情報発

信」について意見があります。この部会の中での議論として、情報発信だけではなくて、発

信する情報の質、それから受け手の側の問題、それらも含めたことがここに書かれるべきだ

と思います。 

  発信する情報の質ですが、なぜ情報を発信するかといいますと、結局、国民に選択をして

もらうためです。そういうことですと、いわゆる分かりやすい情報発信という形だけではな

くて比較対照ができるような形の情報で、例えばリスク情報とかベネフィット情報あるいは

ケーススタディを示して、それを比較できるようにとか、そういう形の情報が必要であり、

どういう情報を出せばいいのかという検討が必要なのではないかと思います。 

  もう一つは受け手の側の問題です。発信者としては学協会ということなので、これはニュ

ートラルで客観的な正確な情報を出すという趣旨でいいと思いますが、受け手の側の問題と

して、この部会でも教育等が必要という意見も出てきていたと思います。エネルギーとか原

子力に関する教育についていろいろ意見が出て、そのとおりだろうと思いますが、ご意見を

聞く会の中で一つ注目できるところは、文献調査を行った自治体に１０億円を交付するのは

よいことなのかという意見が出ました。あの辺りを考えますと、受け手の問題として、エネ

ルギーに対する理解というだけではなくて、高レベルの施設を立地することに対する衡平性

とか負担の均衡化、そういうものに対する共通の考え方を醸成するような部分が必要ではな

いかと感じました。 

  今言ったのは私の個人的な意見ではありますが、情報発信のところだけではなく、受け手

の話とどういう情報を発信するかということを加えていただいた方がよろしいかと思います。

以上でございます。 

（近藤部会長）ありがとうございます。いずれも重要な点と思いました。特に、受け手とおっ

しゃったけれども、私どもも、たとえば、立地地域に対しては利益の衡平性の観点から手当

をするべく制度が整備されると説明しているのですが、受け手からどこにそういうことがき

ちっと書いてあるかといわれると、直ちにはリファーするべきものが思い浮かばないという

問題があり、そのことを記した見解を用意しました。先ほど渡邊さんから御説明があった研

究会の第１回目でそういう議論があったと伺っていますので、その研究会の成果としてそう
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いうものについての具体的な説明資料が用意されるのかなと思いますが、これだけでなく、

いろいろなことについて、受け手が学習できる環境を整備するべく発信していくことが大事

ですね。そうしたことも文章として書いてあるつもりですが、チェックしてみます。 

なお、ここでいいたいのは、もうひとつ、そういう環境整備の観点からの発言を誰が行う

べきかに関して、原子力委員会が自ら情報発信をしたらいいのではないかという議論があっ

たことに対する対応です。原子力委員会は原子力政策の基本的事項、基本的考え方について

企画、審議、決定する責任を有していますが、取組の具体について決定するのは担当行政機

関ですから、私としてはそうした発言はそれらが行うべきと考えると申し上げてきました。

たとえば、経産省には学識経験者のみならず、市民団体の方にもお集まりいただいて、この

取組についての第三者的な検討評価を行い、かつ、具体的に推進方策も提言し、あるいはそ

の推進について評価もなさる審議会があるわけですから、私としては、そういう機関がそう

する責任をはたすべきであって、原子力委員会としては、基本的考え方の説明は当然行うと

しても、ご指摘のようなことについてまでは発言しなくていいのではないかと感じています。

しかし、皆さんは原子力委員会こそが情報を発信したらと強くおっしゃる。その根本的な期

待は何なのか、どなたかは指導力を発揮すべしとおっしゃった。原子力委員会が指導という

のは、おそらく事態が思うように進んでいないと評価して、なんとかせいということなのか

と思うのですが、しかし、そのような状況に対しては、委員会として適宜にあるべき取組に

ついて見解を表明してきたつもりですし、そのようにご説明も申し上げたと思います。もう

一つは、原子力委員会がある種ニュートラルというか、第三者的というか、そういう組織を

設置してそういう立場から検討して政策担当者にいろいろ発言、提言するのがよいというこ

となのか、しかし、それも委員会が国民の意見を聞くなりしてこれまで行ってきたことと重

なることだと。そうなると、残るのは、海外の事例でいえば、スウェーデンのＫＡＳＡＭと

か、ほかの国の例も調べてみましたが、例えば学術会議とか、一種、既にエスタブリッシュ

された、社会的なステータスを持っている中立的機関、あるいはそれに並ぶものが特別に設

置されて、それが実務者に対して政策提言を行っているところ、そういう機能を持てといっ

ておられるのか、どうもこの機能だけは委員会の果たし得ない機能と考えられるので、原子

力委員会がそういうところにインディペンデントな評価を積極的にお願いをする、そうする

ことを検討することで皆さまのご提案に答えることができるのかなと思うに至り、このよう

な記述を行っているのです。 

  で、その場合、そこに何を発信してくれということについてスペックを出すのがいいのか、
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あるいはその権威者というか専門家というか、学術団体が自らの見識に基づき、自らサーベ

イし、言いたいことを自由に言っていただくことをお願いするべきなのか、私としては、例

示はあるかもしれないが、そのスペックまで書くことはどうかと考え、そこはいいよという

ことで、そこにあるような表現になっているのです。ただ、山口委員からのご指摘を踏まえ

ると、説明責任を果たさなければならない組織間で役割分担を調整して、全体として受け手

の立場を踏まえた説明体系を整備していくことが必要に思えてきましたので考えさせて頂き

ます。 

はい、堀井委員。 

（堀井委員）第２回目のときでしょうか、紙を出して指摘をさせていただきました。政策大綱

の評価をどうやるのかと考えたときに、高レベル放射性廃棄物処分懇談会というものも見た

上で評価を考えた方がいいのではないかという指摘をさせていただきました。見比べてみた

ときに、処分懇の報告書にあって政策大綱に無いと思われるのは今の第三者機関の役割だと

思います。 

  少し話が飛びますけれども、この報告書（案）の結論のところで、「今後の取組に関して

さまざまな提言、指摘がなされました。しかし、原子力政策大綱自体の変更が必要なものは

ありませんでした。だから、原子力政策大綱が示しているところは妥当である。」こういう

結論をされています。では、今あった第三者評価の議論というのはこの結論の中でどう解釈

したらいいのかというところが難しいかと思います。こういう結論をこういう論理構造で導

いていいのか、妥当性を判断するのがいいのかという点もありますし、ここでの議論がこう

いう妥当性の評価をするために設定されていたのだろうか、要するに政策大綱に従って行わ

れた取組の紹介をしてもらって、それを議論して、政策大綱に変更が必要なものがなかった

から妥当だったということをもって、妥当性の評価としていいのかと思います。第三者機関

の役割を考えるときに、やはり政策大綱でいいのかどうかという、そこは大きなポイントな

のかなと思います。 

  前回、前々回出席できなくて大変恐縮でしたが、議事録を見るとＮＰＯの方がやはりそう

いう指摘をされ、その後、ここで議論がありました。読ませていただいたけれども、私は議

論が足りていないのではないかと思います。今こんな議論がなされているような状況ですか

ら、ここはもう少し議論した上で、果たして情報発信の在り方の調査検討だけを学協会にお

願いすればいいのか検討してはどうでしょうか。処分懇の報告書にはもう少し役割が記載さ

れていたと思うので、議論が十分尽くされていないのではないかと思います。 
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（近藤部会長）ありがとうございました。ふたつ、ひとつは、言い訳になってしまいますが、

第３章まできちっとやれば第４章は、とりあえずはそこまでに詰めてきたことをまとめて定

型の文章で締めくくるということで事務局に任せてしまって、十分吟味していませんが、こ

の政策評価の作業においては、種々の取組を評価するのみならず「政策大綱の妥当性を自ら

検証し…」ということで開始したのですが、作業を開始してみると、大綱は、それぞれの分

野について、過去の決定に基づいて進められている取組、進んでいない取組を評価して、今

後における重点的な取組とそれに取組む際の基本的考え方を示しているもの、当面のプラニ

ングベースといったものになっていますから、個別分野の評価では、現実になされている各

省庁の取組等についてどう評価し、昔の基本構想にあったところが忘れられているのではな

いか、こんなことに力をいれて進めるべきとかをいうのが大切ではないかと考えています。

それを踏まえて、これは引き続き妥当な指針であるとか、ここは役割を終わったとか、次の

改訂時にはこんなことが書き込まれるべきとかいうのは、大綱の評価というからにはそうい

うことが重要といわれるかもしれませんが、私としては、大綱はいずれにしろ時限的性格を

もっていますから、総論として、ここでなされた議論は次の改訂に反映されるべしという当

たり前のことを書いておくだけでいいのではないかと考えています。が、いずれにしても、

第４章の末尾の文章がいかにあるべきかは、これから考えていきたいと思います。 

ふたつめ、懇談会報告がいう第三者評価機関については、その任務が規定されていますと

ころ、当面の作業に関しては、先生も属しておられる資源エネルギー庁の審議会である放射

性廃棄物小委員会がその機能を担っておられると認識しています。ですから、その機能がそ

の趣旨に照らして不十分なら、それが機能を強化するべきと提言するのが適切と申し上げて

きました。一方、ＮＰＯの皆さんが仰る第三者機関は、信頼できる情報の発信、いろいろな

ステークホルダーの出会いとそれによる政策の評価のための組織として提案されているので、

要すれば、第三者的な発言母体を用意しておくことの提案と整理できると考えて、このよう

に集約して書いたということです。 

（堀井委員）部会長のお話を今伺っていて、やっぱり本当に議論が足りていないなと痛感した

わけです。 

  第三者性ということについて、やはり議論しなければいけないと思います。要するにメン

バーが第三者であればいいのかという話ではなくて、組織としての第三者性というところが

問われているのだろうと思います。今日は最終なのか分かりませんが、最終報告書の案が出

てきたところでそんな議論をするということで果たしていいのでしょうか。 
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（近藤部会長）私どもはこの会合で、ご提案に対して、それはどういう意味ですかという問い

かけはしてきたつもりです。その結果として、現状に不足しているものとして、第三者が入

っていれば第三者機関ということではなく、組織としての第三者機関として、例えば学協会

などを考えてそういうところからの情報提供が重要と皆さんご提案されている、そういう思

いを持って発言されていると整理したと申し上げたつもりです。 

  松田委員。 

（松田委員）原子力委員というよりは廃棄物問題に長年かかわってきて、ＮＰＯと１年間かか

わってきた立場から山口先生、堀井先生のお話とも関連がありますので発言させていただき

たいと思います。 

  私も堀井先生と同じように第三者機関についての議論が足りていないと思います。ただ、

事務局から出てきました学協会の協力という切り口は非常に新しい切り口で、日本らしいシ

ステムが誕生するかもしれないというとても大きな期待を持っています。 

  もう一つ、私は今日の政策評価部会、それからこれまでの政策評価部会を見ていて励まさ

れたのは、この政策評価部会はエネ庁の放射性廃棄物小委員会の経過を見ながら、委員の先

生方には大変いい議論をしていただきまして、いい内容ができているんですけれども、アウ

トプットと見せ方の議論のところでまだ時間が足りていないという気もします。 

  そこで、社会が期待する原子力委員会とこの政策評価部会の在り方というところの方向付

けとして、学協会を中心とした情報発信の在り方について有識者も含めて参加するＷＧを設

置して検討していくこととし、足りない議論をしてはいかがでしょうか。それから学協会の

方たちに何をしてもらうのかというイメージ作りもまだできていません。高レベル放射性廃

棄物問題への取組というのは、オーケストラのようにみんなが演奏して、その演奏するオー

ケストラの中に原子力委員会も入っていて知恵を出し合う、そういうイメージが第三者機関

のイメージではないかとも思っております。調査検討では国民は満足しないと思います。あ

りきたりの調査報告書になってしまっては、この政策評価部会は何の使命を果たしたのかと

いうことになってしまいますので、調査検討をし、なおかつ具体的な活動につなげていくＷ

Ｇを設置して今後検討すると報告書（案）に書き込んでいただきたいと思います。ここの件

について委員の先生方の御意見もお聞きしたいと思っております。以上です。 

（近藤部会長）堀井さん、ここの記述の構造ですが、何らかの第三者的な発言機関があるべし

という皆さんの思いがあり、１８ページの上の「原子力関連の学協会」、そういう者が発言

することが大事ではないかという点があります。 
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  二つ目は、それについて、いまの松田委員の発言に整合するとおもうのですが、どこに、

どういうことをお願いしたらいいか、何らかの調査検討をしたらいいのではということを言

っています。それを踏まえて、特定されたところの第三者機関にしかるべき活動をお願いし

たい、そのような構造です。学協会という言葉は別にして、第三者的な情報を発信する者が

要るべきや否やという議論について、私は原子力委員会はそのために設置されているので、

その責任を逃れる気はないけれども、皆さんがそう仰るところ、このような提案にまとめて

みたのですが、そういう受け止め方は間違っていますかね。 

  原子力委員会がこの調査検討ということも含めて、松田委員の思いはそのことかなと思い

つつ、原子力委員会はそういう社会的システムを新しく作ると言ってもいいのかもしれませ

んが、そういうものを作っていくことについてイニシアティブを執るということは、問題提

起から逃げてのことではないつもりです。最後に、政策大綱は妥当であると書いて、これで

おしまいと放り投げるかのごとく思われたら、全く心外です。そこはきちんとフォローして

いくということは原子力委員会の決定にも反映していっていいとも思っています。 

（堀井委員）ここに書かれていることは私も賛成いたしますし、日本においてどういう第三者

的な機関があり得るかということを考えたときに、学協会、学術会議は非常に有力な選択肢

と思います。そういう機関にある役割を担うことをお願いすること、情報発信に限らずもう

少し広いところについて、その内容については検討いただくということ、それについて全く

賛成です。 

  ですから、書き方と結論の部分ですね。結論の部分の書き方ということかと思います。た

だ、果たしてここの場でどれだけこのことが議論され、そのような書き方になったかという

ことについて、少し議論が不足しているという気がしています。例えば、学術会議の方がこ

こに来て意見交換をするようなことがあったのか、そういうことを考えると少し議論が足り

ないのではないかと先ほど申し上げたわけです。 

（近藤部会長）ありがとうございました。ほかに。 

  伊藤委員。 

（伊藤委員）議論が足りないというお話ですが、そもそも政策評価部会の役目をもう一度整理

してみる必要があるのではないかと思います。この政策評価部会では、原子力委員会が政策

大綱に示した政策について、各実施機関、ここで言えば国であり、ＮＵＭＯであり、電気事

業者であり、ＪＡＥＡでありますが、こういう実施機関から、その政策に従ってその施策と

いう段階でいかにマネジメント、オペレーションに取り組んでいるか、その成果はどうかと
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いうことを聴取して、この政策が本来無理であったのかどうか、あるいは政策はいいけれど

も取組に対してもう少し何か求めるものがあるかを評価することと思います。多分、ここの

ところで一番大事なのは、振り返ってみて、その後の状況の変化、あるいは取組状況を見て、

政策を変更する必要があるかどうか検討することではないかと思います。 

  そういう意味では、今回、政策で要求しているポイントは何かというと、２０４０年代前

半までには処分開始、それに向けてステップワイズで進める、公募方式でやる、関係者の役

割分担を適切に行ってやっていくということだと思います。 

  これについてこれまで各関係の皆さんからお話を伺ってきました。公募を始めてから５年

半、立国計画で向こう２年が正念場と言って、今、立国計画の正念場の賞味期限がそろそろ

切れかけているという段階です。しかし、これまで成果を上げることは残念ながらできてい

ない、こういう評価、これは事実です。しかしながら、政策そのものを見直せとか、役割分

担そのものを見直す必要がある、無理があるという当事者からの申し出は一つもありません

でした。 

  この部会では、そういう点ではなくて、方法論について、ああではないか、こうではない

か、もっとかくあるべしという議論が一番多かったと思います。今の第三者評価の在り方に

ついても、例えば、エネ庁には放射性廃棄物小委員会があり、それの役割はちゃんと果たし

ているのか、あるいはそこに更に学協会等の提言等も入れたらどうかという方法論について

のオペレーションレベルでの一つの提言だと思います。この場で詳細にオペレーションレベ

ルで具体的に効果ある提言を全部できるかというと、それは現実的ではなく、基本的にはさ

っき委員長もおっしゃったように、スペックについては実施者が適切にやっていくべしとい

うことだと思います。それぞれがどういう指標を付けてどうするのかは、実施段階で実施者

がそれぞれ工夫しながらＰＤＣＡを回しつつやるべしということであり、ここで全部適切な

注文を付けるというのは現実的にはとてもできないわけです。 

  したがって、私たちはそれぞれの実施者がＰＤＣＡを適切に回しつつ、その中で工夫しな

がらやって下さい、それに当たっては目標も明確に定めて下さい、成果目標を定めて下さい、

こういうことが評価に書かれていくということであろうかと思います。若干提言のところで

は私も注文を付けたいところがありますが。 

  ですから、余り個々のものに立ち入ってやるとなると、当然議論が十分でないとなるので、

全部この政策評価部会でやろうとすれば、現場の実態はどうなっているのかというところか

ら始まって、具体的にその成果がどうかということまで全部聞かないとなかなかできません。
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政策の評価というのは、そういうことではなかろうかと思います。やはりここでは、基本的

には、５年半たって未だに成果が出ていないけれども、それは政策に誤りがあったのか、直

さなければいけないのか、まず、そこがどうであったかを評価し、それが良かったのであれ

ば、各関係者の役割分担が適切にできているのか、あるいは、それに沿ってそれぞれ当事者

が十分な資源を手当てされているのかとか評価した上で、各関係者から「ＰＤＣＡを適切に

回します」ということ、次に「こういう目標でやっていきます」ということを言ってもらう

ところまでやるというのが政策評価ではないでしょうか。それ以上は結果的には踏み込めな

いのが実態ではないかと思います。また、それで私は十分ではないかと思います。 

  そういう意味では、先ほどエネ庁から今後、強化策を着実に実行して、その成果を上げて

いきたいというお話がありましたので、この政策に沿って確実に成果を上げる自信があると

おっしゃっていただければ、本来そこで十分ではないかと思います。 

  以上をまとめますと、個々の問題に立ち入っても結局議論ができないのではないかという

のが私の意見です。以上です。 

（近藤部会長）哲学は仰るとおりですが、皆様の注文を整理していくとこうなってきたので、

この期に及んでこんな詳しいことまで提案するのはおかしいと言われても、困りますね。 

（伊藤委員）そういうことを申し上げているのではなくて、これ以上個々の成果がどうこうと

いう議論を始めると大変だということを申し上げているんです。 

（近藤部会長）はい、位置づけとか表現については、おっしゃる原則を踏まえて整理していき

たいと思いますが、大事なことは何回議論してもいいので、付加価値のある発言をしていた

だけると助かります。 

  井川委員。 

（井川委員）今の伊藤委員の意見はどうかと思います。今の施策でいいかというと、施策とい

うのは中身より結果ですから、現に処分地が見つかっていないのだからだめということです。

だめなことは明らかですけれども、ではほかにいい方策があるのかというと、解決する方策

はないのでみんな頭を抱えていて、とりあえず今の政策をブラッシュアップして、もう少し

めりはりつけて頑張りましょうというのが多分今回の結論だと思います。それは仕方がない

のですが、それにいかに付加価値を付けるか、まさに委員長がおっしゃったところが重要と

思います。 

  ２点ありまして、１点は、少し話が逸れてしまうのですが、前から出ていたリトリバブル

という話は、議論が出たということだけはどこかに言及しておいてはいかがでしょう。提言
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に入れるかどうかは別にして、議論したことが報告書（案）に無いと、この議論を無視して

しまうようで、いかがかと思います。見落としているだけかもしれないので、そうであるな

ら、後で教えてください。 

  もう一つ、第三者機関について言えば、市民団体の方が来られたとき、僕はそんなものは

要らないと言ってしまったので責任を感じつつ申し上げます。僕は個人的には要らないと思

っていますが、第三者機関を設置するとしたら、ではどういう第三者機関にするのかという

議論を始めるとまたきりがなくて、第三者機関を設置するための第三者機関の議論をしても

らって、その第三者機関を選ぶための第三者機関のメンバーを選ぶとか、数限りなくなる可

能性もあります、役所が前面に出てやると。 

  僕は第三者機関についていろいろな意見を求めて、国民の理解を広げていくというのは重

要なことだと思いますので、これを修文するとすれば、第三者機関的なものがあった方がい

い、広く御意見を集めた方がいい、あるいは、いろいろな意見を交わした方がいいという声

が強いので、例えばどういった形態で議論を広げていくのか、広く意見を求めていくという

活動も今後重要であるという趣旨の提言を報告書（案）に入れてはどうでしょうか。堀井先

生、松田先生がおっしゃるように、第三者機関はこういう形の方がいいよといういろいろな

提案が出てきて、今後の施策を進めていく上でこれはいいとみんなが思うようなものが出て

くれば、それは原子力委員会にも前向きに考えてもらうということでいかがでしょう。具体

的にどういうものがあるのかというのをもっと出していただかないと、これだけの中で議論

しても、それだって第三者的なのかと言われて文句がつくかと思います。ここは幅広く今後

意見を求めていくという努力もするということを報告書（案）に入れるということで、何と

か調整はできないものでしょうか。 

（近藤部会長）ありがとうございました。私が話すより、堀井委員の意見をお聞きしましょう。 

（堀井委員）３８ページのところの結論の構造として、「政策大綱は妥当だ。だけど、こうい

う提言があるので、こういうふうにやってほしい。」と書いてあるわけです。例えば第三者

機関の話が②に書いてありますが、それはどのレベルの話でしょうか。取組強化策と同じレ

ベルの話なのか、あるいはもっと上から押さえておかなければいけない話なのかということ

がポイントだと思います。だから、もしそういうことが政策大綱レベルで位置付けられなけ

ればならない話だとすると、ここの書きぶりは変えなければいけないわけであり、その意味

で、私は変えなければいけないのではないかと思うと申し上げています。 

（近藤部会長）そこのところの考え方はお話ししたつもりです。この作業のエッセンスはおっ
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しゃるとおりに何が問題か、何が不足しているかということだと思います。そのことについ

ては、繰り返しますけれども、原子力委員会は市民の声を聞きつつもっと情報提供を強化せ

よということと、行政庁に対するカウンターパートとしての原子力委員会の機能が発揮され

ている姿がみえないではないかということでそうしたご発言があるのかと整理させて頂きま

した。 

ただ、今の段階では、井川委員のご意見のように、いろいろなご提案にあるファンクショ

ンがあるのはいいことに思えるから、それを検討することは重要だという認識をここに書い

たつもりです。それについてミッション等については検討し、検討した上はやってください

ということと思います。書き過ぎだと思いますが、とにかくそういうことです。それについ

て書き足すときは、きちんと原子力委員会はその心を踏まえたオペレーションというか、進

め方をやっていきなさいということだと思います。 

  なお、高レベル処分懇の報告は、なにもないところにシステムをつくっていく立場で、立

地活動が進行しているときの姿について書いてあるのですが、現状は、そこに向かって歩き

出し、一生懸命にやろうとしているという段階ですから、この段階で原子力委員会は、その

ことを念頭に置きつつ、どういう付加価値のあるものを用意するべきかという観点から整理

すると、皆さんのご意見を踏まえて新しく第三者的な発言機関を整備することについて検討

していきますよということにしたらと提案したのです。後ろの方のまとめはこれからもう一

遍整理するので、１８ページについては、そのような提案と御理解いただければと思います。

井川さんの発言もそういう整理について賛成していただいての発言と理解させて頂ければと

思います。 

（伊藤委員）先ほど私の発言で大分誤解をされたのではないかというところがありますが、私

が申し上げたかったのは、私は井川さんとそう違うことを申し上げているつもりはありませ

ん。要するに政策目標については、結局進めている当事者が一体どう思っているかという、

まずそこのところだと思います。それはこのとおりやると皆さんおっしゃっている。それか

ら第三者評価、この評議会についても例えば放射性廃棄物小委員会というのが今現実にあり

ます。その放射性廃棄物小委員会が、私たちはこれではとてもじゃないけれども評価できな

い、あるいはそんな能力は無いと言うのであれば、それは考えなければいけないということ

です。この政策に沿って現場を進めていくときに、一体やっている人たちがどういうふうに

やっているんですか、そこのところをオペレーション段階で詳しく議論をするのであれば、

そこをきっちりと議論しなければいけないということまでやらなければいけないということ
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なんですが、今ここで出ている提言はそこまで踏み込まずに、皆さん一緒にここに同席され

て、実施者もいる中でこれに同意されるのであれば、これはこれでこういうことでやってい

って成果を上げるということだろうと了解するしかないということを申し上げています。 

  ですから、時間が迫っているのはよく分かっていますが、私はそう違ったことを言ってい

るつもりはないのですが、どうですか、井川さん。 

（近藤部会長）自分の意見の解説を繰り返す私が一番悪いのですが、もうやめましょう。提案

のエッセンスは受け入れられたということで、あえて書き足すとすれば原子力委員会はこれ

を適切にケアしていくということが分かるようにする、これで放り投げるということではな

いということが明白であるように書き足すということでいかがでしょうか。よろしいですか。 

  ほかに。 

  もし御発言がなければ、研究開発の部分、２．１．２と２．１．３を併せて２６ページま

でいかがでございましょうか。 

（長﨑委員）前回、最後に調整会議の話を言ったこともあるので言わせていただきたいのです

が、ここの議論をずっと聞いてくると、例えば調整会議は必ずしもうまい制度設計になって

いなかったのではないでしょうか。ＮＵＭＯの技術力をどうやって高めて信頼を上げていく

のかというのは非常に重要なポイントではないかという議論があったと思います。それに対

して反対の意見は無いということは、恐らくここの場での総意だと思います。 

  そういう意味で言えば、２２ページの一番上の①の「政策大綱に書いている」というのは、

連携する、協力するという、そこは確かに重要ですけれど、全体を俯瞰して研究開発とか、

いろいろなことをマネジメントして何とかしていくのは元来ＮＵＭＯの仕事であって、こう

いうふうに国と研究機関が分担してやりなさいという政策はそもそも間違っていたのではな

いかと私は思います。そう考えると、政策は正しかったという議論は少し違うのではないか

と感じるところがあります。 

  ＮＵＭＯの悪口を言っているわけではないですが、ＮＵＭＯが外にオブザーバーでいて、

国と三角形の絵があって、何となく三頭で調整して進んでいくというのは、必ずしもうまく

いっていないようです。これは方法論ではなくて、そもそもオブザーバーで入っていること

は間違っていたというのが結論というか、そういう意見が多かったということではないでし

ょうか。そもそもこの①は間違った提言だったのではないかとも感じるのですが、どうでし

ょうか。 

（近藤部会長）改善提案が間違っていたと。いいね、若い人は。何が問題かというと、前回、
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第１ＮＵＭＯ、第２ＮＵＭＯという話を申し上げたと思いますが、加えて、これらは民間会

社です。国のお金で民間に研究開発やらせるのかという問題がありますね。また、特に、国

民は従来から国のやる安全研究にこそ信頼を置くという社会的風土がある中で、研究開発は

やはり国の機関がやった方がいいのではないかという議論もあります。 

  他方、事業者たるものは、自らも事業を進めていくために必要な技術課題は何かをアイデ

ンティファイし、自らかだれかにやっていただいて、その成果を事業にいかしていかないと

いけないのではないか、現状そこが何か他人事になっていやしないかということで、結論と

して、そこをしっかりやってよと提言したのです。これに変わる提案としては、例えば、地

層処分に係る全ての研究開発費は全部電気料金から直接頂くべきである、そして処分の主催

者がその研究開発から主体的にどんどんやってもらうというものがあります。 

  いまは公益性から国として研究開発はやっていくということで、これをＪＡＥＡにお願い

している現状から、そのような提案になっているのです。そしてそのように努力して頂ける

ならさほど問題が無いと思っていたのですが、なお、批判があるし、あってしかるべきだと

いう面がある。そして、そこをどうするかについて、システムを直すべきという提案もあり

ますが、事業の主体としての自己遂行能力をビルドアップするべきという提案もあります。

ここでは、単なるオブザーバーではなく、研究開発のニーズを自ら提言できるぐらいの技術

的能力はなければならないという議論がなされたと私は思っています。 

  最近、「連携」とか「ネットワーク」という表現が多用されているところ、もう少し適当

な言葉を探したいと思いますが、心は、少なくとも研究開発のニーズを発し、かつ、それを

こなしてパブリックドメインにおいて説明できるような能力をＮＵＭＯが持つべし、これが

エッセンスだと思います。そういうことを達成できることを目標に研究開発調整会議は運営

されるべしということが言いたいことです。それがここでの提案ですが、先生のご提案はそ

れと違うものでしょうか。 

（長﨑委員）いや、分かりました。システムを根本から変えましょうということを言っている

わけではございません。言いたかったことは政策大綱で書かれた政策が妥当だったかどうか

今評価しているわけですが、そこに対して妥当だというのが前提のような書き方になってい

るようにも感じます。 

  それから、先ほど部会長が言われたように、そこが心だったと思います。その心を本当に

この２行が言い表しているのか。さっき言われたように３年前に政策大綱ができたときはこ

れでいいと思っていましたが、環境が変わってうまくいっていません。しかし、この後もこ
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の２行が生きるわけです。ここの提言はだれがどう言ってその後レビューするのでしょうか。 

（近藤部会長）当然のことながら書いた以上、私どもが責任を持ちますよ。その評価に際して

また、あなたを呼ぶかもしれない。 

  この紙の書き方は、委員の皆様から意見があり、それについて反論がありということを書

き連ねて、その問題の背景説明が読み取れるようにしているつもりです。今説明したような

ことをここに記載しておくことによって、政策大綱に書いてある１行はこういう背景がある

ということが、特に皆さんにホットなトピックスとして議論されたことについてわかる、そ

ういう作りにしています。御発言は大変貴重と思いますので、このやり取りも反映されるよ

うにさせていただきます。 

（堀井委員）先ほどの話と同じ話だと思いますが、提言と言われるものの中に政策大綱はよか

った、だけど取組が不十分だから今回こういう提言をするというものと、時間がたって少し

見直す必要があります、あるいは追加した方がいいですというものもあるかと思います。そ

れが混在して１～８まで順番に並んでいると、どれがどれか分からなくなります。そこを構

造化して、政策大綱の見直すべき部分とか、付加するべき部分を書き込むのは難しいのかも

しれませんけれども、うまい書きぶりでそこは分かるようにしてほしいです。そういうこと

でよろしいですか。 

（近藤部会長）はい。どうしてもそこに目がいきますかね。第４章を見て、そういうデマケに

はあまり注意を集中しないでと申し上げたいのですが、さきほどもうしあげたような考え方

で４章はこれから手を入れますので。 

（堀井委員）いや、第４章だけではなくて、ほかもそうだと思います。 

（近藤部会長）もう一遍見ます。 

（井川委員）大綱の書きぶりは、僕はこれでいいと思っています。こういう役所文書は幅広い

解釈ができるようにして、いろいろな人が思いを込められる方がいいので、ガチガチに固ま

っていると後で融通が利かなくなるという側面もあります。 

  むしろ提言の中でずっと思っていたことがあります。どの研究分野にいっても、今研究者

は集まらないんです。早い話みんなやる気が無いんです。研究をやっても、もうからない、

食っていけない、ポストはない、将来浮浪者になるのではないか、馬鹿々々しくてやってい

られないということがあるようです。東大だって、どこの学科を見回しても、地震研だって

人がいないし、どこのこういう会議に行ったって、みんな研究者が足りないとおっしゃる。

研究がどんどん沈滞していくとみんなおっしゃる。自主的にやれと言ったって、どういう課
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題があって、どういうふうに立ち向かっていくんだとか、これをやれば何があるんだという

のが分からないと、それはなかなかやらないですよ。 

  僕がずっと言っているのは、ＮＵＭＯのような地層処分の研究を、もし推し進めるのであ

れば、ここをこういうふうにやらなければいけないと項目を見せてハードルを高めないと取

り組まないですよ。僕は長﨑先生に直接申し上げたことはないけれど、陰では言っています

が、長﨑先生が部隊を連れてきて、松尾さんに怒られるかもしれないけれども、安全規制当

局と組んで、ここまで研究レベルを上げないとお前らにはやらせないぞというふうにどんど

ん宿題を出していけば、ＮＵＭＯは一生懸命に研究せざるを得なくなるわけです。将来の安

全規制の観点から、安全規制サイドでも、こういう研究が必要だと言われてはいかがでしょ

うか。ＪＡＥＡとＮＵＭＯしか研究開発をしていないのですが、安全当局もこの研究開発の

中に参加してみてはどうかと思います。 

（近藤部会長）山口委員。 

（山口委員）今のお話に関係することです。以前、安全研究の体系化というお話をしたら、部

会長からそれについては原子力安全委員会があるので、というお話を伺ったような気がしま

す。２０ページから２１ページにかけて、より一層分かりやすく国民に説明していくことが

必要ですと書いてあって、研究成果を分かりやすく国民に説明すればいいというように読め

ます。本当にやらなければいけないのは、今、井川委員が言われたように、安全研究をやっ

て、安心してもらうためにはどういう課題があって、どの部分を解決しなければいけないの

かという、安全研究の研究開発、経済性を含めた全体像を見せて、それでその中のどこの部

分がきちんとできているのかということを示すことではないでしょうか。そうすることが、

分かりやすく国民に説明するということではないかなと思っています。以前にそういう趣旨

で発言したつもりです。 

  研究開発というのは学会の場で発表する場合はともかく、専門的な話なので、国民に分か

りやすく説明しようと思っても、それ自体はそんなにやさしいことではありません。むしろ

全体像をきちんと示して、今のニーズとか、そういうところを分かりやすく説明することが

必要だということをクリアに書いた方がいいのではないかと思います。 

（近藤部会長）安全研究については、私は知りませんと言ったつもりではなくて、体系化の努

力がなされているということを申し上げたつもりです。おっしゃるような意味で体系化がな

され、そのことについておっしゃるような意味で学会等に発信をしていくということが大事

だと思っています。 
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（石榑委員）今の御指摘に関連しますが、前半の議論であった相互理解の促進というようなこ

とから見ても研究開発を、透明性をもって進めるということは非常に重要であって、透明性

というのは最後の結果だけを出して、だから安全ですよという、それだけの話ではないと思

います。なぜこういう研究が必要で、それが実は規制と推進とどうかかわっているか、透明

性を初期の段階から確保しながら進めていただくことが非常に重要ではないでしょうか。 

  それに関連して多少各論的になりますが、先ほどの話で規制と推進の話があると思うんで

すが、研究面でも規制と推進をある程度分離すべし、そういう議論は海外でもあるし、私ど

もも少しそういう議論をしたことがあります。ただ、廃棄物の場合はここをクリアに、これ

が規制で、これが推進ですというような形に分けにくい。分けられる部分もあるかもしれま

せんが、基盤的なところというのは共通ですから、そういうことを考えると、やはりいかに

透明性をもって研究開発あるいは技術開発を進めていくかが重要かと思います。だから、先

ほどの調整会議の話も、私等は調整会議の中身がよく見えないというところがあります。ど

こかのホームページを見れば出ているのかもしれませんが、そういうことがあります。 

  それから、話が逸れるかもしれませんが、ここの中の議論で併置処分の問題があります。

これは私の理解では技術的な研究課題が幾つかあると思っているわけです。どういう課題が

あるかということは既に示されているわけですが、今どういう形でこれを克服しようとして

いるのかというところがなかなか見えません。今までは、これはあくまでも選択肢の一つで

ある、そういう位置付けだったと思います。ですが、今回ＮＵＭＯが実施主体に決まったと

いうことですから、そういう取組についても一般の人に見えるような形で進めていただくと

いうことが必要かと思います。 

  あともう一つここでの議論があったのは、先ほど井川委員も言われたのですが、リトリバ

ビリティの問題です。これに対する研究開発あるいは技術開発は非常に重要ではないかと思

っています。前にもこの場でお話ししたことがありますが、規制側は閉鎖までのリトリバビ

リティの確保を要求しているわけですが、では閉鎖はどのように行うのか、何年掛かるのか

というところも必ずしも今の時点では明確ではありません。リトリバビリティの議論は状況

によっては閉鎖を更に超えてという可能性も、フランスは１００年と言っているわけですか

ら、それはどうなるか分かりませんが、そういう可能性も含めているので、やはりこれもき

ちっとこういう研究、あるいは技術開発を進めているんだ、あるいは進めていくのだという

ところを見せていくことが非常に重要ではないかと思います。以上です。 

（近藤部会長）一つ目の透明性の問題は石榑委員から見て、何だか中身が分からないとおっし
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ゃられると大変困ってしまうわけです。それほどまでに不透明であったかということですが、

そこは検証しなければなりませんが、しかし大事なことをおっしゃっていると思います。そ

れは強調していくべきことだと思います。 

  安全研究と、推進研究という言葉があるのかどうか分かりませんが、これを分離するとい

うのはやや短絡的な議論だと私は理解しております。海外でなされている議論も含めて研究

者の問題、つまり研究成果についてもだれがやったかを信頼するところがあるので、研究者

がいわば推進側とされる組織から研究費をもらって安全に役立つ研究をしても、なかなか信

頼されないという社会的構造があるということです。そういうことなら、もったいないから、

分離してやったらいいではないか、そういう整理がされているということだと思います。 

  最近でも、日本の原子力安全委員会の耐震の審査、判断にかかわる知見を提供するという

ことに関して、その方がどこから研究費をもらったかが問題だ、世間から疑念を持たれると

いう議論と、そんなことで知見の価値が変わるものではない、そういう費用で研究している

ということを明らかにして発言する限り、意見として議場にあることを拒否する必要はない

のではないかという議論があります。たしか、薬事審議会等、行政判断に係る部分について

は利害関係者の排除としているので、それに整合的であるべしという意見もあります。私は

ＡイコールＢというサイエンスの結論は安全研究であった、何研究であったからということ

で差をつけるべきではないと考えたいのですが、そこはきちっと議論したらいいと思ってい

ます。 

（石榑委員）私は分離すべしと言っているわけではないです。むしろ透明性が必要ですよとい

うことです。 

（近藤部会長）透明性の重要性は仰るとおりと思います。 

また、併置処分につきましてはおっしゃるとおり。併置処分可能であるということで進め

られたところですが、可能という判断のレポートも委員会が書いたレポートであり、そこに

も幾つか課題が書いてあります。これはきちんとフォローアップなされていなければならな

いし、私どももフォローアップしていきたいと思います。なお、一般論として１０年、２０

年後になされることについて、現在の知見で判断したことがそれを根拠に自動的に推進され

るのが合理的というのはほとんどあり得ないとむしろ考えるべきであって、したがって引き

続き研究開発を進めることが重要と思います。 

  それから、リトリバビリティについては、この席で各国の理解を整理して、問題点も整理

できたと思っています。閉鎖後のリトリバビリティについて、我が国の土木工学をもってす
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れば必ず可能だということは言うまでもないことでもあるわけです。そこのところは制度論

の中で、どこまで事業者のリスクマネジメントの観点から準備をしていけばいいかという、

そういう線引きをして議論をしないと無限地獄に陥ってしまうということをここで申し上げ

たつもりです。ただ、先ほど井川委員がおっしゃられたように、この報告書案に、ここでせ

っかく議論したことのまとまったものが書いていないことについては、問題であり、そこは

直したいと思います。 

  ほかに。 

（山名委員）今の技術開発体制の問題についてもう一言言わせていただきたいと思います。今、

地層処分の研究開発体制について我々が一番懸念すべきことは、研究開発が長期化していく

ことによって、研究の中身が陳腐化していくとか、停滞していくとか、刺激を受けないとか、

そういう問題であるように思います。 

  こういった国益に沿う極めて基本的な研究開発を国の研究機関がやるのは当たり前のこと

で、その研究能力に期待するわけです。こういった研究が日本で最初に始められたときとい

うのは、国の研究機関による努力に負うところが多いわけです。２０年ぐらい前は、地層処

分研究なんて何もなかったんです。そこに一生懸命に努力されて研究を進めてこられました。

そして、実施主体ができました。候補地が見つからない状態で、技術開発が国の研究機関を

中心に行われていったときに、一番怖いのは、その研究自身が何となく惰性的になっていく

とか、陳腐化していくとか、ある種のスピード感を失っていくということです。 

  一つの例を申し上げますと、再処理技術の歴史があるわけです。再処技術は動燃事業団で

最初やって、いろいろな苦労をして技術を蓄えました。日本原燃という実施主体ができたけ

れども、最初は何となくノロノロとしていましたが、実際に事業が始まると非常に力が上が

ってきました。そして、国の研究開発でためたものも要求するようになりまして、今は両者

が一緒になって取り組んでいるという歴史があります。 

  ただし、そこで残念なのは時間遅れが生じることです。その二の轍を処分で踏んではいけ

ないわけです。そのためには常に実施主体の感覚でプラクティカルな事業性を技術の開発に

持ち込みながら、陳腐化しない体制を組んでいくということが一番大事だと思います。 

  この議論の中で何度か指摘されたように、ＮＵＭＯに技術性が足りないのではないか、こ

れは明確に報告書（案）に書かれているから、きっと努力してくださると思います。大事な

のは、ＪＡＥＡがここに書かれている体制の中でいかに自分たちの研究を陳腐化させないで

スピーディに大事なことを重点的に進めていくか、それを政府がきちんと監視してやらせる
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ことが一番大事だと思います。そのためにはどういう手法が大事であるかというと、例えば

この研究調整会議というのはＪＡＥＡと国が主体に取り組んでいるから、これをだれかが学

術的な観点から厳しく監視する、戒める、提言を行うことが要るのかもしれません。ＮＵＭ

Ｏがこの枠の中に一歩入ってくるということで、研究開発にビジネス性というか、プラクテ

ィカリティを入れ込んでいく体制にもっていくべきだということを、政策評価としては提言

する必要があると思います。 

  ここに書かれている提言の中でそれが読めるかというと、一層の連携強化、人事交流等を

やりなさいということは、まさにＮＵＭＯとＪＡＥＡがもっと入ってきなさいということを

言っているから、今私が言ったことの半分は入っていると思います。ただ、この研究体制自

身がもっと刺激を受けて、きちんとやっていけるというようなことを保証する政府の制度に

ついては何も言っていないので、そのことを一つ言う必要があるのではないでしょうか。 

  これは技術的な第三者機関なのか、私は具体的な手法は今思いつきませんが、そのことを

一つ④か何かで付け加える必要はないかということを提言させていただきたいと思います。 

（近藤部会長）ありがとうございました。今の点に関しては、資料第１－１の１４ページの絵

には大学と有識者からの意見という矢印はあるのですが、組織としては整備されていないよ

うです。おっしゃるような意味でこの活動について評価し提言をする機能を作ることが必要

かと思います。評価機関、提言機関がはやりで、屋上屋を架す可能性が無いでもないけれど

も、ここについてはどういう意味の評価というか、当事者の思い入れだけで研究をやってい

るのではない、ということが適切に説明できる仕掛けを持とうとしているか、どうでしょう。

渡邊さん、一言あれば。 

  この点は、さっき申し上げた、いわゆる第三者機関が発言するには非常にいいテーマとも

思うので、工夫して先ほどの中で読めるようにしてもいいのかと思います。山名さんの御意

見は非常に重要と思っています。渡邊さん、何か一言ありますか。 

（渡邊室長）常ににらみを利かしていただくというのは、間延びさせないという山名先生おっ

しゃったような視点からも重要だと思います。ただ、現状認識のところが皆さんどこまで一

緒かどうか分からないのですが、評価以前の問題として、私が冒頭申し上げましたし、その

後もどなたかおっしゃっていたと思いますが、何のために技術開発をやっているかというと、

これは最終的に処分実施主体であるＮＵＭＯが安全かつ着実に処分事業を進めるためという

ことに尽きると思います。そうすると、実施をしていく主体が将来にわたってどういう技術

が必要か、ということがまずありきではないでしょうか。だから、どういうニーズが、どう
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いうタイミングであるのか、そこをはっきりさせて、それに対して初めて国なりＪＡＥＡが

基盤研究という形で応じていく、こういう流れをしっかり作っていくことが、まず重要と思

います。そこが適切にできているのかというところがあるものですから、そこをしっかりや

っていくことを考える必要があるのではないかと思っています。 

（近藤部会長）国側の決意表明と承っていいですね。山名さんの提案にあった機能を整備する

決意表明がなされたということでいいですね。 

（山名委員）技術評価というのは極めてクールでシビアなものであるべきです。ピアレビュー

でもいいし、海外の目でもいいし、だめなものはだめということも大切です。論文幾つ出し

ているのかとか、きちんと評価できる体制を置くというのは、技術がシャキッとする最も有

効な手段です。今のは私には決意表明には聞こえませんでしたが、技術性を維持するための

具体アクション、大してお金は掛かりません、これを国として動かしていただけるものだと

理解させていただきます。 

（近藤部会長）ＮＵＭＯは、海外の有識者を入れたレビューコミッティを持っておられるとか、

努力しておられることは既に御説明いただいたところであります。それについて、よりいい

ものを考えるか、あるいは今の御発言を踏まえて、多分、改良・改善をされると思いますけ

れども、何か御発言いただいても結構ですが。 

（山路理事長）ＮＵＭＯの技術力につきましては大変御心配やら御不安をこの会議での御意見

として頂きました。ＮＵＭＯでは文献調査と概要調査につきましては、なんとか私どもの現

状でいつでも対応できるのではないかと思っております。しかしながら、御指摘いただきま

したように研究開発のところでＮＵＭＯの希望する技術が適切に開発されているかどうかと

か、それから体制の問題でございますが、技術をきちっと継続的に保っていけるのか、こう

いったような問題につきましては御指摘のとおりでございます。体制の強化を適切に実施し

ていかないといけないと思っております。 

  しかしながら、皆さんの御支援を頂きまして、技術の開発につきましても海外を含めまし

てやっていきたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願いしたいと思っております。

以上でございます。 

（近藤部会長）古川さん。 

（古川委員）消費者団体の者として皆様の議論と外れるかもしれません。申し訳ございません。

これから午後東京都の消費者月間の実行委員会、２９団体が参加している会があり、それに

出席させていただくのですが、原子力委員会の評価部会に出席しているというだけでも、浮
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いてしまうと申しますか、そういう状況です。先日もある団体の会長さんが、原子力施設を

見学に行ったけれども、事業者は安心だ安心だと言うけれども、何が安心なのか分からない

と言っておられました。それが消費者の目から見た実感ではないかと思います。 

  先ほど井川委員から、施策は結果で評価されるというお話があり、未だ高レベル廃棄物の

処分候補地も決まっていないという状況にあることが指摘されました。国民の理解を得ると

いう点から考えた場合、先ほど松田委員からオーケストラというお話がございました。これ

らを踏まえ、私が今感じているのは、原子力は怖い、危険だという固定観念を破る名指揮者、

リーダー、責任を持って言える存在、熱意を持って言える存在がいらっしゃれば、私ども一

般消費者ももっと関心を持ち、原子力は怖いというイメージをなくして安心して理解する人

が増えると思うのです。そういう顔が見えてほしいです。マスコミを通してでも結構ですが、

そういう存在、そういう人を望んでいるということを今実感しております。以上です。 

（近藤部会長）ありがとうございました。そういうすばらしい顔の人がいると世論が動くとい

う社会は恐ろしい社会という思いが身に染みついているものだから、にわかには首を振れな

いですが、是非勉強していただきたいと思います。 

（古川委員）双方向のコミュニケーションが大切だと思いますが、責任を持って説明して下さ

るリーダーの顔が全く見えてこないというのが、実感です。 

（近藤部会長）そういう思いも私どもは持っていますので、心持ちはすごく分かるけれども、

工夫のあり方については、そういうことで、すこし考えさせてください。 

（古川委員）私ども消費者団体ももう少し逃げないで受けとめて考え行動していくべきではな

いかと思って、私も、私どもで発行している新聞に、エネルギーという点から、原子力につ

いて書きました。今度は原子力を知らなければいけない、知る必要があるということで今原

稿を書いています。国民がエネルギーの自給率が低い事、原子力の事等にもっと関心を持ち、

どうすれば良いか一人一人が自分達の問題として考えて選択していくために、私共消費者団

体が、大切な事を提言してゆければという思いを強くしております。以上です。 

（近藤部会長）ありがとうございました。 

（出光委員）先ほどの技術の伝承の話をもう一個追加したいと思います。先ほども研究開発で

スピード感が大事だという話が出ました。技術の伝承も必要だという話で、ただ１点注意し

ておきたいと思います。例えば、技術を開発しましたというのを報告書だけで残したり、ペ

ーパーで残して、あるいは特許で残してというだけではだめだと思います。いろいろな企業

の話を聞くとそういう報告書があるからいいやとか、図面があるから後で作れるだろうと思
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って、リストラで人を切ってしまって、後でさあ作ろうと思って図面を見ても、その図面が

理解できない、そういう状況がよくあるそうです。最近、企業が考え出したことは、そこに

伝承する人を置いていかなければいけないという話であります。技術を残すことに関しては、

書き物だけであったり、データだけではなくて、人をちゃんと残していく、そういうことを

考えていただきたいというのを１点追加しておきたいと思います。 

  もう１個、先ほど市民に伝えるという話もありましたが、的確に表していただいています

が、原子力とつくだけで怖がられるという状況を何とかしないといけないということがあり

ます。そもそもこういう話が出てきたのは、東洋町の話があって、あの後みんな腰が引けて

なかなか手が挙がらなくなっていると思います。次に手が挙がったときに東洋町と同じこと

を起こさないためにいろいろなことが提案されてきていると思いますが、本当にそのとおり

に機能するのかということをもう少し考えなければいけないのかなと思います。 

  例えば以前言ったと思いますが、東洋町の一連の出来事があったときに、国民が注目して

いました。そのときが正しい情報を伝えるチャンスだったわけですが、それをうまく生かせ

なかったわけです。井川さんいらっしゃって申し訳ないですが、報道関係者も、祭り騒ぎだ

けを報道していて、何が危ないのか、そういう本質的なところが伝わっていなかったと思い

ます。反省点としては何を伝えなければいけないのか、いろいろな情報がそろってきており

ますから、国民の目線が向いたときに、そのチャンスを逃がさないように適切に正しい情報

を伝えるための準備をしておくことが必要かと思います。今までも準備をしていたのかもし

れないけれども、それがうまく機能しなかったわけです。次にそういう手が挙がったときに

はそういうことが適切にできるように、そういう手立てを採っていくことがこの報告書

（案）の中から読み取っていけて、そういうふうに対処していく必要があることが分かれば

それでいいと思います。以上です。 

（近藤部会長）ありがとうございました。まさにそのことを踏まえて放射性廃棄物小委員会は

今後の方策を決めたのだと思います。そのことが読み取れないとすれば、この報告書（案）

に書かなければならないと思います。今の御発言は貴重な意見と理解します。 

  さて１２時になってしまいました。ほかに御意見お持ちの方。 

（石榑委員）管理処分を行う廃棄物についてのところがまだ終わっていないと思います。ここ

のトーンは読ませていただくと幾つに分けて書いてありますが、基本的には政策大綱の方針

に沿って進められているから問題なしと私には読めるんです。確かにゆっくりではあります

けれど、それなりにいろいろなことが進展してきているということで、そういう点ではこの
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文章はそれに合わせて書いておられるということだと思います。 

  ただ、ちょっと気にしていますのは、これは原子力委員会の方針だと思いますが、日本は

もともと発生源別に細かく廃棄物を分けて、それで整理し、検討する、そういう手法を採っ

てきたわけです。しかも、それぞれ分類されたものの検討のフェーズが必ずしも同じではな

くて、あるものは早く、あるものは遅くとか、そういうこともあります。それから、廃棄物

を規制している法律が違う、あるいはかかわる省庁が違うとか、相違がいろいろあるわけで

す。一番私が気にしているのは最後の処分のところです。先に申し上げたようなことが原因

となって、今、議論を進められて法整備とか言っているわけですが、最後の処分が非常に不

合理な処分という形にならないようにお願いしたいと思います。この点については、どこか

に書いてありましたが、原子力委員会が一元的な合理的な処分、そういう方針を打ち出して

おられるわけですから、最後のところまできちんと監督、指導を行っていただきたい。さっ

きの井川委員のお話にもありますが、終わりがよくなければよくありませんから、終わりよ

ければすべてよしという形にお願いしたいと思います。その確認だけです。 

（近藤部会長）分かりました。大綱にこの一文を書くのに大変なすったもんだがあったわけで

す。行政に指図するようなことを書くなという御指摘もありましたが、ここはあえて大方針

として合理的な観点から一元的な取組がなされるべしと書いて、既に国会でもこのワーディ

ングを引いて各省庁がいじめられているという状況にもあるわけです。ですから、おっしゃ

ることについて、具体的な課題について、取組について、この方針が貫徹されるように私ど

もも目配り、気配りしていきたいと思っております。具体的に個々にこういう問題があると

いうことについて、承っている部分もありますが、それはまさにこの方針に照らしてきちん

とやっていただくというふうに私どもも発言していきたいと思っています。したがって、何

かあれば問題提起していただければと思います。 

（山名委員）今の石榑先生のお話を聞いて感じたのですが、３４ページの一番下に②の意見に

対するコメントというのが書いてあります。原子力委員会「総司令部」うんぬんの意見の下

に「発生源別に整理することは処理・処分の面からは分かりやすい方法です。実際的な方法

です」。これは政策大綱を否定しているようなコメントに見えますがいかがでしょう。 

（近藤部会長）そういう御意見もここでありました。 

（山名委員）そういう反対意見も書いたということですか。 

  政策大綱で書いているように、一元的に、合理的に管理しようと、石榑先生もおっしゃっ

て、まさにそのとおりと思います。この問題はこれから数年後ぐらいに大きな問題になって
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くるはずですが、これに対して政策大綱の非常に高い理念に対して結構ネガティブに見える

ので、特に目立っているように思いまして。 

  最後の評価も「検討を行っています」と進行形で書いてあるだけです。この政策評価部会

としては一元化に向けた具体的評価のアクションを一歩進めようと書いていただきたいと私

は思うのですが。これはなぜこういう表現になっているのでしょうか。 

（近藤部会長）そこは、こういうことかと思います。こうした取組に関しては、現実に当事者

が問題意識を持って取組をしようというモーメントを持たない限り、動かないわけです。美

しき理念の下に美しき入れ物を作ろうといっても人々は第一義的には自分の問題解決のため

にしか動かない。ですから、緊急度に応じて順序ができてくることは仕方がないと思います。

そこで、戦略論としては、具体的な動きは個々に行われるという現実を踏まえて、いつも

「一元化」が大事だということを言い、実施にあたって前後左右と整合的に行われるように

誘導していく。大事なことは発生者ではなくて、ゴミの様態によってこそ処分は科学的、合

理的になされるべき、それを憲法にして様々な取組がなされるべきということについて、い

つも我々はモニターしていくことで責任を果たしていきたいと言っているわけです。 

  だから、そのことを強調して解説をちゃんと書いて、その心を踏まえた対応策の検討がな

されるように尻をたたいて原子力委員会はやっていく、いまはそれを書くべきだという判断

と思います。 

（山名委員）大事なのは政策大綱を出してからここ３年、この大きな目標に向かって具体的に

どういうアクションがあって、これから何をするかということです。政策的に、ここに書い

てある各省庁の取組というのは、一元化だけのためではなくて、廃棄物の規制をクリアにし

ていったものも書いてあるんです。それに向かって今急ぐ必要がなくて、例えば二つの法律

があっても、その法の運用で当面妥当にいけるとか、長期的にその合体も考えましょうとか、

何か具体的なアクションについての表現があってしかるべきです、本来。原子力委員会とし

ては、一元化は大事だという方針を出したのですから、それを各省庁がどういうふうに考え、

今後をどう思っているかを評価する必要があると思います。それが４番の評価のところでは

少し弱いかなという印象を持っています。 

（近藤部会長）分かりました。この文章では記載不十分ということで少し工夫させていただ

きます。実際は委員会としては、悩みを聞き、共有しつつ、検討する際には、この方針で検

討してくれということを申し上げてきているつもりでございます。 

（松田委員）繰り返しになりますが、放射性廃棄物に市民の目線から現場にかかわってきて今
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思うのは、国民が知りたいと思っていることに対して古川さんがおっしゃったように、顔の

見える中立的な存在が非常に大事です。 

  高レベル廃棄物は東洋町のことを含めて、今スピード感が必要です。現場との感覚でスピ

ード感が必要です。そうなると学協会という話の中で、具体的に学協会に問題を投げても解

決できないと思いますので、学協会がうまく動いていくような中立的な機関としての動きが

うまくいくような準備会というか、ＷＧを是非御検討いただければというのが委員としての

お願いです。 

（近藤部会長）繰り返しになりましたね。 

（松田委員）はい、そうです。 

（近藤部会長）中立というのはほとんど定義のしようがないこと、そこはいろいろに学習して

きているのではないでしょうかね、でも、そこが論点なので、大事なことは検討するという

ことを申し上げたので、それでよろしいですね。 

  ほかに。 

（伊藤委員）今回一番議論が多かったのはいかに国民に理解を得ていくかというところだった

と思います。それが集約されたのは３８ページ、３９ページの「地層処分を行う放射性廃棄

物」の１、２、３、４だと思います。確認したいのですが、ＰＤＣＡサイクルを確実に回し

ていくために、チェックするための成果目標なるものが必要です。ここのところはやはりこ

の中にしっかりと入っているということをまず確認したいということが１点。 

  ２点目は、②のところの情報発信の在り方です。情報発信の内容と同時に、これは議論で

もありましたが、情報を伝える主体と伝えられる主体の出会いの場を適切に設定することが

非常に大事です。在り方の中にはこれが入っているのでしょうか。 

以上の２点を確認したいと思います。当事者として、実際にやっていく方からそこを伺い

たいと思います。ＮＵＭＯ、いかがですか。 

（山路理事長）放射性廃棄物小委員会でまとめられました取組の強化策につきましては、いろ

いろな理解活動、いろいろ施策が出てきています。それにつきましては委員が御指摘のＰＤ

ＣＡを回しながら効果の無いものは別のやり方に変えるとか、そんなやり方を定着化させて

いきたいと思っています。 

  それから、私どもは、国と電事連と連携しながら力を合わせてしっかりと最終処分候補地

が確保できるように頑張っていきたいと思っておりますので、今後ともよろしく御指導いた

だきたいと思っております。 



－37－ 

（近藤部会長）渡邊さん、何かありますか。 

（渡邊室長）おっしゃった問題意識は当然思いますし、私どもがやっていく活動の中でそうい

うことを意識してやっていきたいと思っております。 

（近藤部会長）時間が過ぎましたので、今日はこれまでにいたします。今日は大事な意見をた

くさん頂いたと思います。私どもも、もう一度、虚心坦懐に何を期待されているのか、何を

御批判されているのかについて議事録を用いながら、それを是非報告書（案）に反映してい

きたいと思います。なお、こんな議論をしているようでは、とても終わりとは思えないとい

う御意見もあるかもしれませんが、事務局としては、マテリアルを用意して御意見を頂きた

いということを申し上げているわけですから、紙に書いて意見を頂かないと皆様の思うもの

に近づいていかないわけであります。今日のこの雰囲気が記憶から消えないうちに、お考え

のところを紙に書いて事務局にお出しいただくと大変ありがたいと思います。 

  そういうことで今日は終わらせていただきます。皆様から頂きました御意見を踏まえて、

これを書き直しまして、もう一度皆様にお送りしまして、御意見を頂いた上で、最後に、私

の責任でパブリックコメントにかけたいと思います。１週間ぐらいで御意見を頂くと大変あ

りがたいです。それを踏まえて書き直したものをもう一度お送りして、お返事を頂き、７月

の頭にはパブコメができればいいかと思っていますので、もうひと頑張りして御意見を頂け

ればと思います。 

  よろしゅうございますか。 

  それでは、大変ありがとうございました。今日はこれで終わらせていただきます。修正文

をこちらからお送りしますところ、よろしく御協力のほどお願いいたします。 

  次回は書面のやり取りになりますが、パブコメが終わった段階で開催したいと思います。

８月上旬になる可能性が高いかと思っています。 

  どうもありがとうございました。 

 


